
 

 

平成２１年 第１予算審査特別委員会 会 議 録 1 

開催年月日 平成21年３月12日(木)・13日(金)・16日(月)・17日(火)・18日(水) 

開 催 場 所 第二委員会室 

出 席 委 員 
別紙のとおり 事 

務 

局 

中嶋事務局長 

  寺嶋主査 

欠 席 委 員 別紙のとおり  

説 明 員 別紙のとおり 

 １ 付託事件 

議案第１号 平成21年度滝川市一般会計予算 

議案第17号 滝川市安全・安心地域づくり条例 

議案第18号 滝川市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例 

議案第19号 滝川市保健福祉部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間の特例 

に関する条例 

議案第21号 滝川市の未来を担うこどもの子育て・子育ち環境づくりに関する条例 

議案第24号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 

議案第25号 滝川市立高等学校教員等の定数、給与、勤務時間その他の勤務条件及び 

定年による退職等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第26号 滝川市立高等学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 

議案第27号 滝川市美術自然史館条例等の一部を改正する条例 

議案第28号 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例 

議案第31号 公の施設の指定管理者の指定について（保育所） 

議案第35号 公の施設の指定管理者の指定について（三世代交流センター） 

議案第36号 公の施設の指定管理者の指定について（身体障害者授産施設及び知的障 

害者更生施設） 

議案第38号 公の施設の指定管理者の指定について（ふれ愛の里及び池の前水上公園 

の一部） 

２ 審査の経過 

３月12日、13日、16日、17日、18日の５日間にわたり、慎重な審査を行った。 

３ 審査の結果 

議案第１号、第21号、第26号及び第27号については委員長を除く委員８名により採決 
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した結果、賛成多数、議案第17号から第19号まで、第24号、第25号、第28号、第31号、 

第35号、第36号及び第38号の10件については、全会一致により、いずれも原案のとお 

り可とすべきものと決した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記記載のとおり相違ない。  第１予算審査特別委員長 山 口 清 悦 印  



 

 

１ 

第１予算審査特別委員会（第１日目） 2 

H21.３.12(木) 10:00～ 3 

第二委員会室 4 

○委員長、副委員長就任挨拶をする。 5 

開  会 １０：００ 6 

委 員 長 委員動静報告～全員出席。 7 

 これより本日の会議を開く。本委員会に付託された事件は、 8 

議案第１号 平成21年度滝川市一般会計予算 9 

議案第17号 滝川市安全・安心地域づくり条例 10 

議案第18号 滝川市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例 11 

議案第19号 滝川市保健福祉部の公の施設の指定管理者の指定に係る管理期間 12 

の特例に関する条例 13 

議案第21号 滝川市の未来を担うこどもの子育て・子育ち環境づくりに関する 14 

条例 15 

議案第24号 滝川市手数料条例の一部を改正する条例 16 

議案第25号 滝川市立高等学校教員等の定数、給与、勤務時間その他の勤務条 17 

件及び定年による退職等に関する条例の一部を改正する条例 18 

議案第26号 滝川市立高等学校の授業料等徴収条例の一部を改正する条例 19 

議案第27号 滝川市美術自然史館条例等の一部を改正する条例 20 

議案第28号 滝川市民福祉条例の一部を改正する条例 21 

議案第31号 公の施設の指定管理者の指定について（保育所） 22 

議案第35号 公の施設の指定管理者の指定について（三世代交流センター） 23 

議案第36号 公の施設の指定管理者の指定について（身体障害者授産施設及び 24 

知的障害者更生施設） 25 

議案第38号 公の施設の指定管理者の指定について（ふれ愛の里及び池の前水 26 

上公園の一部） 27 

以上の14件となっている。なお、関連議案のうち第24号、第26号、第27号は歳 28 

入関連、それ以外の議案10件は歳出関連なので留意願う。 29 

次に審査方法について協議する。日程については配付されている別紙日程表に 30 

基づき進めることとし、終了時間については遅くとも午後４時をめどとして取 31 

り進めることでよいか。（よし） 32 

 異議なしと認め、そのように決定する。 33 

 次に審査の進め方について協議する。議案の審査の進め方について、歳出は款 34 

別に、歳入は一括して説明を受けた後、それぞれ関連議案を含めて質疑を行い、 35 

討論・採決については最終日に行うことでよいか。（よし） 36 

 そのように決定する。 37 

なお、意見は討論の際に述べていただくことになっているので、質疑は簡潔に 38 

行い、特に付託事件以外の質疑は行わないよう配意願う。また、答弁について 39 

は部課長に限らず内容の知り得る方に行っていただく。なお、初回答弁時のみ、 40 

所属、職名、氏名を述べてから答弁願う。 41 

 次に市長に対する総括質疑は審査日程の最終日に予定しているが、審査の過程 42 

で特に留保したものに限ることでよいか。（よし） 43 

 次に討論だが、付託されている14件の議案について、一括して各会派代表の方 44 

等が行うこととし、その順番は新政会、市民クラブ、公明党、日本共産党、窪 45 



 

 

２ 

之内委員の順とすることでよいか。（よし） 46 

 そのように決定する。なお、各会派等から出された討論要旨については、後日 47 

事務局で一括整理し、議員にのみ印刷・配付するので了承願う。 48 

 最後に資料要求の関係でお諮りするが、予定される資料についてはお手元に配 49 

付されている。これ以外の関係で資料要求される方はその都度要求を願い、そ 50 

の必要性を会議に諮り、所管部局の都合を確認した上で決定したいと思うがよ 51 

いか。（よし） 52 

 そのように決定する。まず冒頭に資料要求をする方はいるか。 53 

清  水 毎年要求しているが２点お願いする。まず保育料金の超過負担がわかる資料。 54 

２つ目は、総務文教常任委員会には出されているかわからないが、税の収納状 55 

況、市民税、固定資産税、当年度分、滞納繰越分、処理した分がわかるＡ４の 56 

一覧表を要求する。 57 

委 員 長 ただいま清水委員から資料要求があった２件について、所管では用意できるか。 58 

佐々木課長 可能である。 59 

林 課 長 昨年提出した物と同じ形のものでよいか。（よし）提出できる。 60 

委 員 長 委員会として資料要求することでよいか。(よし）そのほかに資料要求はあるか。 61 

（なし） 62 

 以上で審査方法についての協議を終了し、審査に入りたいと思うがよいか。（よ 63 

し） 64 

 それでは日程に従い審査を進める。最初に総括について説明を求める。総務部 65 

長。 66 

 総括 67 

高橋部長 ５日間よろしくお願いする。ことしから予算書がファイル形式に変更している 68 

 ことで多尐不便をかけることがあるかもしれないが、よろしくお願いする。 69 

 （総括について説明する。） 70 

委 員 長 説明が終わった。これより質疑に入るが、冒頭決定したとおり審査は款別に進 71 

めることになるので、総括は款別にわたらぬよう質疑願う。質疑はあるか。 72 

清  水 ① 予算審査特別委員会参考資料最後の基金積立状況表だが、20年度末の予定 73 

額が11億1,654万円に対し、21年度末の予定額が６億9,961万円と５億8,795万 74 

6,000円の減になっておりこのような大幅な減尐を見たことがない。減債基金が 75 

6,000万円、財政調整基金が１億5,000万円、土地開発基金が4,000万円くらい減 76 

っている中身になっているが、大幅な減尐の要因を伺う。幾らずつの積み上げ 77 

で５億8,000万円になるのか伺う。 78 

 ② P10、20年度の繰越金が8,000万円となっている。予測できないということ 79 

で確か毎年度8,000万円となっていたかと思うが、実際には8,000万円より多い、 80 

あるいは尐ないと把握しているのか伺う。 81 

③ 職員の給与削減があることがほぼ明確な状況で組まれた予算だが、その場 82 

合歳出を尐し上げて見ているわけで、それに見合う歳入をどこで見ているのか。 83 

 ④ 健全化判断比率が幾つかある中で、滝川市は実質赤字比率も連結赤字比率 84 

も黒字の状況だが、今年度さらに黒字がふえる方向で見ているのか、それとも 85 

減る方向で見ているのか伺う。 86 

高橋部長 ①③ 総体の現金の増減ということかと思うが、P31の数字は質問にあったよう 87 

な数字にはなっていない。基金残高の全体は、ことしの場合は財政調整基金で 88 

１億5,000万円の繰り入れを見ており、それによる残高の減ということである。 89 



 

 

３ 

また、目的基金、土地開発基金も含めて３億6,000万円程度の基金繰入金を予算 90 

化しているところで、前年の当初予算２億2,700万円から見ると１億3,700万円 91 

程度の繰り入れ増ということでその分残高が減ることになる。このうちタッグ 92 

計画における人件費改革、今後追加提案する予定だが、人件費等を中心に減額 93 

補正する見込みで財政調整基金１億5,000万円相当額を減額できる見込みと考 94 

えている。基金の残高総体については、20年度においても２億2,700万円の繰入 95 

金を計上しており、20年度補正予算第７号で財政調整のための３つの基金から 96 

の繰り入れを全額やめるという議決をいただいている。21年度収支不足にかか 97 

る財源調整の３つの基金の繰り入れが３億6,500万円のうちの２億5,300万円で、 98 

このうち財調で１億5,000万円が追加提案で削減されれば残り１億円というこ 99 

とである。この額は年度間の不用額等々で例年の状況ではクリアできる額と見 100 

込んでいる。 101 

 ② 繰越金の8,000万円については、例年予算計上させていただいているが、実 102 

質１億円を超える繰越金が見込まれる。これについては地方財政の課題という 103 

か余り形式的な繰越金が多いと地方財政に余裕があるということで翌年度以降 104 

の財務省との予算折衝にも支障を来すということもかつてはあった。そういう 105 

点も含めて繰越金が余り多くにわたらないように、例えば繰入金での調整など 106 

を例年しているが、今年の場合は20年度の決算見込みという観点ではおおむね 107 

１億を尐し超える額は確保できると考えている。 108 

④ 健全化比率は決算が出て初めて出る数字であるが、実質公債費比率は若干改 109 

善される見込みを立てており、将来負担比率についても三セク等の健全化に力 110 

を入れているところである。こうした財政計上によりすべての比率が尐しずつ 111 

改善に向かっていくものと考えている。 112 

清  水 ① 勘違いしていた。大変失礼した。約３億7,000万円の減だが、給与削減が行 113 

われたらこの財政調整基金の３億2,600万円はほとんど４億7,500万円に戻る 114 

と考えてよいか。 115 

 ② 施設整備政策基金はあらゆる款にわたって5,879万円使われるが、主な用途 116 

について伺う。 117 

高橋部長 ① 現在議案、条例等を精査中だが人件費改革が実行されればこの財政調整基 118 

金相当額が削減されると考えている。 119 

 ② 基本的には耐用年数の間は施設を最大限活用するのが大原則だが、その施 120 

設の耐用年数までの延命や耐震化の課題もあるので、その辺も含めて重点的に 121 

充当するという考えである。 122 

清  水 学校の耐震化は補助と補助裏を使って補正予算で組まれてしまった。そうなる 123 

と学校以外の施設整備、修繕となるが、大きい物を３つ挙げていただきたい。 124 

景由主査 旧ハイム双葉の取り壊しに1,000万円、中央保育所の屋根ほか修繕が900万円の 125 

事業だが起債になりその裏に230万円充てている。小中学校の計画修繕に1,200 126 

万円充てている。 127 

委 員 長 他に質疑はあるか。（なし）総括の質疑を終了する。議会費の説明を求める。 128 

議会事務局長。 129 

 議会費 130 

中嶋局長 （議会費について説明する。） 131 

委 員 長 説明が終わった。質疑はあるか。（なし）質疑の留保はなしと確認してよいか。 132 

 （よし）以上で議会費の質疑を終結する。総務費、消防費、公債費、諸支出金、 133 



 

 

４ 

職員費、予備費を一括して説明を求める。総務部長。 134 

総務費、消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費 135 

高橋部長 （総務費のうち総務部が所管する部分、一部他部所管の部分も含めて増減の主 136 

なものについて説明する。消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費につい 137 

て、増減の主なものなどを説明する。） 138 

狩野部長 （総務費のうち市民生活部に関連する予算について説明する。） 139 

委 員 長 説明が終わった。質疑はあるか。 140 

荒  木 P61、財産管理費の市有住宅の維持管理に要する経費は市長公宅に係る予算計上 141 

の部分なのか。あわせて新年度の市長公宅に係る予算計上の方針について伺う。 142 

中島室長 質問のとおり市長公宅に係る経費として計上している。今回23万3,000円を計上 143 

しているが、市長公宅については21年度売却に向けて進めていきたいと考えて 144 

おり、いつ売却になるかという部分もあるが売却に向けて用地確定、名護市か 145 

らいただいたシーサーの移設費などといった経費も見込まれるので、これらの 146 

経費については財産管理費のほうで一部計上している。通常の修繕あるいはそ 147 

の他の経費についてこの費目で計上している。 148 

荒  木 売却できるかどうかは相手のいることなのでそういう予算の組み方は理解する 149 

が、売れなかった場合にどうするのかお聞きしたい。売却が不調に終わった場 150 

合に現状のまま市長に住んでもらうのか、売却されなくても維持管理だけして 151 

いくのかという２点が考えられる。どちらが税金を投入しなくて済むのか伺い 152 

たい。 153 

中島室長 一義的には売却ということで新タッグ特別委員会でも報告させていただいてい 154 

るが、売却が不調に終わることも全く100％想定されないわけではないので、売 155 

却に向けて最大の努力をしたいと考えている。売却がすぐにできない状況にな 156 

った場合、当面は賃貸をしていくということも検討していきたい。ただ、売れ 157 

ないから現状のまま市長がそこに入っているということは現時点では考えてい 158 

ない。 159 

荒  木 現行タッグの中で方針が示されているが、ほかにタッグとして削る部分の中で、 160 

相当厳しい部分、市民負担を強いるというか、例えば重度障害者タクシー助成 161 

の所得制限を導入するとか、金額としては大きくないが所管が本意でないがや 162 

らなくてはいけないというものをやっている中で、どういう状況になっても現 163 

行のかかっている費用より膨らまない最良の方法を考えるということを確認し 164 

たい。 165 

中島室長 基本的に委員の考えはそのとおりと思う。ただ、市長公宅については赤字を生 166 

んで維持管理をしている状況ではないことを理解願う。維持管理にかかわる経 167 

費については、家賃も私的な部分については光熱水費等も個人からいただいて 168 

いることも考えて家賃に見合う中での維持管理に努めてきているということか 169 

ら、現状維持管理費については黒字ということでここ近年運営させていただい 170 

ている。これは極力私的な部分については私的ということで公私をきちんと区 171 

別した中で運営させていただいているので、今後も売却に向けて維持管理費が 172 

膨らむことのないように、ただ、売却ということになれば移設、登記等に負担 173 

がかかるという部分が出てくるが、そういった部分を除いて経費を最小限に抑 174 

えた中で処理をしていきたいと考えている。 175 

委 員 長 他に質疑はあるか。 176 

清  水 ① P151、職員費についてだが、民生費でやれということなら民生費でやる。 177 



 

 

５ 

社会福祉事業団への職員派遣が21年度は打ち切りになるとのことだが、事業団 178 

への市の所有施設の譲渡が大幅に延びる見込みが示された。これまでの派遣職 179 

員の目的は何だったのか。目的を考慮すれば引き続き派遣が適正と思うが考え 180 

を伺う。 181 

 ② 職員が359名から356名へ３名減ということだが、19年度の事務概要ではい 182 

ろんな会計を含んではいるが198名だった嘱託職員は何名になるのか。 183 

③  同様に臨時職員137名は何名になるのか伺う。 184 

④ P55、電子計算事務に要する経費で、減尐したことについては説明があった。 185 

7,413万円の内訳として大きな物３つを挙げていただきたい。 186 

⑤ 恐らくソフト構築、あるいはシステム管理、機械リースといった物だと思 187 

っているが、これらの契約が入札で行われるのか、随契で行われるのか伺う。 188 

随契なら会社名についても伺う。 189 

 ⑥ 電算機は日進月歩でやる業務がふえているが、設備の入れかえが近々ある 190 

のか伺う。 191 

 ⑦ P59、庁舎等の維持管理に要する経費でお聞きしたい。大きな契約を３つ挙 192 

げて金額、契約等について伺う。 193 

 ⑧ 先ほどの説明で燃料費についてはわかったが、清掃委託費減の理由、あれ 194 

以上人件費を安く積算できるわけはないので、どんな工夫がされての減なのか 195 

を伺う。 196 

 ⑨ １階のロビーに市民の安全管理を目的として雇用している元警察職員の方 197 

について、効果があると考えているのか伺う。 198 

 ⑩ 市長室の隣にトイレがあるが、まさに市長専用のトイレと思う。使えば清 199 

掃をしなければならないので閉鎖をすべきと考える。ほかにどんな用途がある 200 

のか、あるいは市長が自分で掃除しているからいいとかいろんなことがあると 201 

思うが、市長のためのトイレは必要ないと思うので考えを伺う。 202 

 ⑪ P61、旧ハイム双葉は振興公社に職員寮を無償で譲渡したものと思っている 203 

が、当時どうだったのか。市が無償で解体するのか、振興公社の所有権のまま 204 

解体するのか伺う。 205 

 ⑫ P63、街路灯設置費補助金の北電柱への切りかえの進捗率、残り本数等につ 206 

いて伺う。 207 

 ⑬ P65、総合福祉センター等管理代行負担金だが、10日ほど前、福祉センター 208 

の駐車場で除雪で高く盛り上げられた雪山から雪の塊がごろごろ落ちてきてお 209 

り、それにつまづいて転んだ。５メートルは積んでいたと思うが、私だからよ 210 

かったもののお年寄りなら病院に行っていたと思う。記憶では１週間くらいそ 211 

ういう状況が続いていたと思うが、本来であれば排雪すべきであり管理責任者 212 

としての考えを伺う。 213 

 ⑭ P67、選挙管理委員報酬についてだが、札幌市では月額報酬の見直しの検討 214 

に入った。滝川市の場合は、選挙管理委員会の委員長及び委員の方が実際にど 215 

んな活動をしているのか伺う。庁舎に月に何回来て、どれぐらいの拘束時間が 216 

あり、選挙のときはこうといったことで説明願う。 217 

 ⑮ P71、監査の執行に要する経費だが、監査事務局がありながら巨額のタクシ 218 

ー代を見抜けなかったことについては予算にかかわらないので聞かないが、ど 219 

んな業務をしているのかということで聞きたい。例月現金出納等の監査で会計 220 

課にある伝票の支出支払命令書などを毎月見ているのか伺う。 221 
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 ⑯ あの問題でクローズアップされたのは、代表監査委員が１人で動き、議選 222 

監査委員には130ページものの報告書及びその調査経過を一切知らせなかった。 223 

監査委員及び監査事務局内の情報の共有がゼロだったということが教訓化され 224 

ているが、20年度にどんな改善がされ21年度は完璧な共有がされるのか、それ 225 

とも代表監査委員と議選監査委員では差があるということなのか伺う。 226 

 ⑰ P146、公債費負担適正化計画によると21年度は繰上償還前の額が24億5,800 227 

万円となっているが、今回の26億3,600万円というのは計画よりも公債費の償還 228 

が進んでいるのか、おくれているのか伺う。 229 

 ⑱ P65、市税の賦課に要する経費について、児童手当の差し押さえ等、特別法 230 

で差し押さえてはいけないものを差し押さえていることについては、預貯金に 231 

変わったら特別法は一切関係ないという答弁がされ、定額給付金については国 232 

の指導もあり差し押さえないとの答弁が補正予算でされた。国が特別法があっ 233 

て差し押さえるなというものは差し押さえないが、国が特に言わないものにつ 234 

いては差し押さえるという考え方で21年度も同じように差し押さえるのか。例 235 

えば預貯金が1,000円のところに児童手当が年に３回で12万円が振り込まれて 236 

12万1,000円になる。明らかに12万円は児童手当だということが証明できても差 237 

し押さえるのか。国税法、地方税法では生活に支障を来すような場合は差し押 238 

さえてはならないと明確に書かれている。地方税法第15条７の２項滞納処分を 239 

することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときという条項と 240 

の関係を伺う。 241 

伊藤課長 ① 事業団の職員派遣の関係だが、事業団の運営に関する業務に従事というこ 242 

とで業務支援の目的で派遣しているところで、平成21年度以降については派遣 243 

については継続しない考えである。 244 

 ⑩ トイレについては当然市長も使用しているが、５階には一般市民を含めて 245 

多くの来客がありその方々の利用もあることから、現状のままいきたいと考え 246 

ている。 247 

 ⑪ ハイム双葉の所有権は市にあり、現在は振興公社に管理を委託している状 248 

況にある。 249 

天野室長 ⑨ 警察ＯＢの方の人件費は職員費計上である。パトロールは１日３回、朝９ 250 

時から、13時から、16時からの各１時間余である。いろんなお客さんが見える 251 

ので１階の安全監視に重点を置いていることで１階で目立つのかもしれないが、 252 

１階から11階までの全階をパトロールしている。１階の所管からは窓口職員が 253 

非常に安心して仕事ができていると聞いている。８月ごろには不審人物が８階 254 

の大会議室を開けようとしたことがあったが、警察ＯＢの方が回っていなかっ 255 

たら何か事件が起きていたかもしれない。また、防犯を含めた情報もこの方に 256 

つくっていただき職員向けの防災通信をこれまでに10回発行している。そうい 257 

ったことも考えて防災危機対策室としては効果は大きいと考えている。 258 

高瀬副主幹 ⑦ 大きな契約の１つ目は、庁舎の中央監視装置の運転管理業務で予算額1,203 259 

万3,000円を計上している。２つ目は庁舎の空調設備保守業務で予算額は458万 260 

7,000円である。これら２つについては、㈱山武ビルシステムカンパニー北海道 261 

支店と随契している。３つ目は庁舎エレベーター設備保守業務で予算額374万 262 

4,000円で㈱日立ビルシステム北海道支店と随契している。 263 

 ⑧ 従来庁舎の清掃については、日常の清掃業務とワックスやカーペット洗浄 264 

の清掃業務と一括発注していたが、中身を精査してワックス、カーペット洗浄 265 
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については専門業者でないとできない分野であり、日常における清掃業務につ 266 

いては専門性を問わないだろうという検討結果となり、日常清掃については違 267 

う発注方法で積算し200万円の減となった。 268 

小畑主査 ②③ 19年度の事務概要の人数のとらえ方と若干異なるかもしれないが、平成 269 

21年３月１日現在の嘱託職員数は200名で、臨時的任用職員数は164名である。 270 

事務概要は各年度の３月31日現在というとらえ方で、その中には学校給食調理 271 

員の臨時の方など３月31日現在は学校が休みでそのときに任用されていない方 272 

は含まれていないが、先ほど言った３月１日現在の数字には含まれているとい 273 

った違いがある。同じようなとらえ方で平成20年３月１日では、嘱託職員191 274 

名、臨時的任用職員166名となっている。平成21年度以降の数字については、全 275 

会計分ということで今のところ把握していない。 276 

椿 室 長 ④⑤⑥ 電子計算事務に要する経費の内訳の大きなものだが、まず使用料・賃 277 

借料で、平成19年度補正いただいて現在運用している新たな住民情報システム 278 

の使用料が3,993万4,000円ある。それともともとの住民情報システムを運用し 279 

ていた汎用コンピューター、これは現行財務会計システム、人事給与システム 280 

がまだ動いているが、このリース料が457万8,000円ある。新たな住民情報シス 281 

テムの保守料ということで委託料で計上しているが、住民情報システム保守料 282 

が1,573万3,000円ある。それぞれの契約だが、リース料については基本的にリ 283 

ース期限まで自動継続という契約になっており、住民情報システムのリース料 284 

はリース会社の選定については入札をしている。汎用コンピューターについて 285 

は７年前の話だが随意契約だったと思う。住民情報システムの保守料について 286 

は、日本電気㈱旭川支店と随意契約を昨年度から結んでおり、毎年度自動継続 287 

という契約をしている。リース料についてはそれぞれ２つのリースともＮＥＣ 288 

リースという会社と契約している。近々の電算機の入れかえだが、平成21年度 289 

についてはない。22年度以降については納税通知書を読み込むＯＣＲ装置を会 290 

計課に設置しているが、これがリースアップになるので機械の老朽化等を勘案 291 

して更新するかどうか考えたい。また、公的個人認証サービスを市民課でやっ 292 

ているが、この機器については公的個人認証を管轄するところから平成22年度 293 

に機器更新をしてくださいと連絡が来ているので更新することになる。そのほ 294 

か現在ホームページを管理しているシステムも６年以上使っているサーバーと 295 

なるので性能等を勘案しながら22年度に向けてどうするのか21年度中に検討し 296 

たい。 297 

吉五課長 ⑰ 平成19年に適正化計画を策定した時点ではことしの予算の中で見込んでい 298 

る借換債の１億4,000万円を見込んでいなかったので、これを考え合わせると公 299 

債費の適正化はほぼ計画どおりに進んでいるという認識である。 300 

樋郡主幹 ⑫ 目標設定として本数ではなく、金額で1,000万円の縮減ということで設定し 301 

ていたので金額で答弁させていただきたい。平成21年度の予算までで切りかえ 302 

の本数がトータル918本の予定である。縮減額1,000万円に対しては達成率 303 

55.95％ほどと押さえている。 304 

亓十嵐課長 ⑬ 所管は社会教育課で今ここに来ていないが統括している立場として答弁さ 305 

せていただく。指定管理施設については、月次報告あるいは年に２回の半期の 306 

報告、年度末の報告に基づいて状況把握をしているとともに、随時現場訪問し 307 

て管理状況の把握をしているところである。また、指定管理者が管理をしてい 308 

る中でも利用者などから積極的に運営改善に関する事項を把握するということ 309 
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も決まっている。今回の駐車場の関係については、委員には大変申しわけない 310 

と思っている。所管に指示するとともに、雪解け時期にも重なるので利用者の 311 

安全管理に今一度目を向けるように全施設の所管に対して周知するようにした 312 

い。 313 

松本事務局長 ⑭ 委員会については月例委員会、定例委員会、農業委員会への委員選挙人名 314 

簿の調整等の会議があり１年間に13回程度開催しており、１時間程度を開催時 315 

間としている。選挙の際の活動状況だが、委員長については指定施設等の説明 316 

会の会議に出席していただき、委員については名簿登録、氏名掲示の抽選等に 317 

ついて５回程度出席いただいている。選挙当日については６時45分の委員会か 318 

ら始まり、開票終了、およそ１時か２時になるが、18時間から20時間程度拘束 319 

される状況である。選挙管理委員会の業務については委員長の管理下において 320 

行われているので協議等必要事項が発生する都度、委員長の指示を得て対処し 321 

ているところである。 322 

五上副主幹 ⑮ 会計課の伝票の確認については、監査事務局の職員３名で会計別に確認し 323 

ている。不明な点については担当課に確認し内容を整理している。情報の共有 324 

については、伝票を確認する上において職員内で情報交換していた。21年度は 325 

その内容を含めて局長を通じ監査委員のほうに情報の共有をより一層図ってい 326 

きたい。代表監査委員と議選監査委員の情報の内容は同様と考えている。 327 

林 課 長 ⑱ 昨日市長が答弁したように預貯金に振り込まれればそれについては全く債 328 

権が異なるものであるということを申し上げておく。さらに補正予算の段階で 329 

総務部長が答弁したが、今回の定額給付金について景気後退下の生活者の不安 330 

をぬぐうため国が家庭に対する支援を行うため、景気をよくするために支給す 331 

るというのが第１の趣旨であり、総務省からは差し押さえはそのような趣旨に 332 

合致しないとの通知がされている。総務省のＱ＆Ａでは今言った合致しないこ 333 

と、さらには公務員の守秘義務で問題があるということで昨日総務省の定額給 334 

付室に電話で確認をしたところだが、今回の趣旨をよく理解してお願いしたい 335 

ということが第１点、それと定額給付金については譲渡することなどについて 336 

は制限しているが行政に対する制限は一切行っていないとのことで差し押さえ 337 

する判断は適法であればやむを得ないという答えをいただいた。今回の定額給 338 

付金について制限があるのかないのかについては、児童手当や児童扶養手当に 339 

ついては制限がある。ただ私どもは預金の残金を見てそれが何のお金かはわか 340 

らない状況で差し押さえをするので、預貯金と児童手当の関係については昨日 341 

市長が述べたとおりでそれ以上のことは答弁を控えさせていただく。地方税法 342 

第15条の７の第２項については課税の問題がある。所得があってもなくても国 343 

民健康保険税は課税されるが軽減制度がある。同じ所得でも一方では会社から 344 

社会保険料を引かれ、もう一方は保険料を引かれずにそのままもらって国民健 345 

康保険税を全額免除されるとなると同じ会社で引かれている人と引かれていな 346 

い人とで不公平があるとも考えている。私どもはまず滞納処分をするというこ 347 

とではなく、そういった窮迫するおそれのないように分割等での自主納付をお 348 

願いしているところであり、何回指導しても納めていただけない場合はやむを 349 

得ず預貯金の差し押さえをせざるを得ない状況である。ただ、それで全部を取 350 

れるかというと取れない部分もあり、取れない場合は不納欠損もやむを得ない 351 

と考えている。 352 

清  水 関連議案の質疑を忘れていたのでお許し願いたい。 353 
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 ① 議案第17号のP３、第９条で市は、安全で安心な地域づくりを総合的かつ効 354 

果的に推進するために、市民等及び関係行政機関と協働し、必要な体制を整備 355 

するものとするとあるが、具体的にどんな体制を整備するのか伺う。 356 

 ② 同じく第９条第３項で市民等は、地域における犯罪等を誘発する機会を減 357 

尐させるよう努めるものとするとあるが、犯罪等を誘発する機会とは具体的に 358 

どんなことを指すのか伺う。 359 

 ③ 第13条で市はネットワーク会議を組織することができると書いてあるが、 360 

どんなメンバー構成で、どの程度の頻度でネットワーク会議をするのか伺う。 361 

 ④ 議案第18号の第２条(４)の不当要求行為についてだが、流れとしてはまず 362 

対策会議があって速やかに必要な調査を行って不当要求行為に該当するかどう 363 

かを審査しなければならないと第８条にある。そして第９条で審査会へ確認の 364 

要求となっているが、この対策会議はどの程度開かれるのか。昨日の代表質問 365 

でも述べたが、市立病院の建築にかかわる談合情報が出たときには職員会議を 366 

開いていない。最初の入り口の段階で対策会議にも行かない可能性があるもの 367 

も当然出てくると思う。例えば大声の問題で市役所に来て大声を出す人はかな 368 

りの数と思うが、大声を出すたびに対策会議が開かれるのか判断がかなり難し 369 

いと思う。対策会議と大声の問題で具体的な事例を出して伺いたいが、どんな 370 

ときにこの対策会議は開かれるのか。 371 

 ⑤ 第２条(４)の不当要求行為の定義だが、職員の公正な職務の執行を妨げる 372 

ことが明らかであるものというのはよくわかるが、次に暴力行為その他社会的 373 

相当性を逸脱した手段により要求の実現を求めるものをいうとある。イで特定 374 

のものに対して権利の行使を妨げることを不当要求ということとなると、生活 375 

保護の申請を行っている人の意思に反して第三者がその取り下げを福祉事務所 376 

に行おうとする行為は、まさに権利の行使を妨げる行為と思うが、こういうも 377 

のが不当要求行為に該当するのかどうか伺う。 378 

 ⑥ 条例ができたら１年前の件はどうなのかという話が出てくると思うが、時 379 

効について伺う。 380 

 先ほどの質疑の再質疑をする。 381 

 ⑦ 職員費で事業団への派遣についてはここでお答えされたことで民生費では 382 

やれないので伺う。事業団への業務支援という目的だと言ったが、現状事業団 383 

は譲渡に関するいろんなシミュレーション等で市から求めたものに十分こたえ 384 

られない状況にある。なおかつ今回派遣されている職員はすずかけの事務長だ 385 

が経営が非常に大変な中でやられている。ここで引き上げたらその分を事業団 386 

がやることになるので、業務支援が必要なくなったからやめるということでは 387 

ないと思う。必要、必要でないにかかわらず21年度はやめるということなのか、 388 

それとも支援の必要がなくなったからやめるということなのか違いを明確にし 389 

ていただきたい。 390 

 ⑧ 嘱託職員及び臨時職員について、嘱託職員の勤務年数及び賃金の最高を伺 391 

う。 392 

 ⑨ 選挙管理委員会について、報酬のほかに費用弁償が支払われているか確認 393 

したい。 394 

 ⑩ 監査事務局について、かつて議選監査委員は完全に蚊帳の外に置かれてい 395 

たわけなので情報の共有化と呼べる状況は全くなかったが、これがどこかで改 396 

善されたという答弁だった思う。いつどこでどんな確認がされ、それは明文化 397 
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されているのか伺う。 398 

 ⑪ 預貯金について、地方税法第15条の７の第２項で書かれている部分につい 399 

ての答弁がなっていない。社会保険で引かれている人との公平関係などと、公 400 

平だろうがなかろうがその人が生活に著しく窮迫されているというときに同じ 401 

収入の人との比較が要るのか。私は要らないと思うがどうか。それと預貯金の 402 

金額を確認してから差し押さえているとのことだったが、具体的にその確認は 403 

どのように行われるのか伺う。ちなみに児童手当の場合は２月６日に振り込ま 404 

れたが、２月６日の９時15分には差し押さえになっている。この場合、守秘義 405 

務との関係はどうなっているのか。なぜ税務課は児童手当が２月６日に振り込 406 

まれることを知っていたのか。具体的に残高をどのように確認して差し押さえ 407 

るのか確認したい。 408 

委 員 長 関連議案の質疑を受けたが、清水委員はもう３期目なので予算審査特別委員会 409 

での質疑のやり方について十分勉強していると思うので次からは認めない。答 410 

弁願う。 411 

林 課 長 ⑪ 守秘義務だが、地方税法で徴税吏員については質問したり検査したりする 412 

権限が与えられているので、滞納処分をする上で拒否できないことになってお 413 

り、拒否すれば検査拒否等の罪にかかり10万円以下の罰金に処されることにな 414 

っていることで、税務課で調査するときには必ず答えなければならないことに 415 

なる。窮迫するおそれがあるという部分については、その方の本当の預貯金と 416 

か収入状況、給与明細を見ればそのときはわかるが本当に財産がないのかどう 417 

かはわからないということがある。私どもも本当に苦労してその人に財産がな 418 

いのか調査しているので、財産があれば当然差し押さえをする。ただ、その際 419 

には生活状況が悪いかもしれないということで法律上は財産があれば全部差し 420 

押さえしなさいとなっているが、それらを考慮して基本的には預貯金の半額を 421 

差し押さえている。なおかつ本人からそういった事情を聞き場合よっては行政 422 

判断でお返しする場合もある。滞納処分はあくまでも最終手段ということで窮 423 

迫させるおそれがないようにしなければならないと考えている。 424 

小畑主査 ⑧ 勤務年数は一番長い方で32年、賃金の一番高い方で40万8,000円の月額報酬 425 

となっている。 426 

伊藤課長 ⑦ 事業団に対する業務支援の必要性がもうないとの判断からである。 427 

橋本主査 ④ 対策会議は庁内体制ということで構成を考えているところだが、委員長を 428 

副市長、副委員長を総務部長、メンバー的には各部長ということで、隔週で開 429 

かれている政策調整会議の終了後などに開催していきたい。 430 

 ⑤ 第三者委員会から報告のあった違法、不当とは言えないが不相当であった 431 

という部分で、違法、不当ではないが社会的に正常とは思えないといった事象 432 

について扱っていくということである。 433 

 ⑥ 時効についてはこの条例では触れていないが、商法、民法、刑法などで時 434 

効の扱いになったものについては当然扱わないという形で考えている。 435 

天野室長 ④ 補足する。大声を上げて１階ロビーに来る方は何かに不満を持っている。 436 

不満を持っている部分について最初からはじくのは適当でないので、落ち着く 437 

ように話をして本人の不満な気持ちを取り除き、できることとできないことが 438 

あるので説明して納得いただくことになる。大声を上げたからすぐ対策会議を 439 

開くというものではない。対策会議を何回開くかという部分についてはアイデ 440 

ィアという部分で橋本主査から話をしたが、定期的なことばかりでなく何か事 441 
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が起きた場合には随時開いていくということである。 442 

 ⑤ 先日の総務文教常任委員会でも質問いただいたが、この条例の第１条に職 443 

員等の職務に係る法令等の遵守ということで、倫理の保持のために必要な体制 444 

の整備、その他の必要となる措置を講ずる。そして、透明性の高い公正な職務、 445 

職員が行う職務の執行を確保することが目的の条例である。委員が言われたＡ 446 

という人がＢという人にそういう申請をするなというのは民事である。Ａが市 447 

の職員にＢにそういう行政サービスをするなというのは、この条例で想定して 448 

いる特定の者に対して著しく不利な取り扱いを職員に迫るということなので特 449 

定不当要求になると理解願う。 450 

 ⑥ 時効というのは、権利義務が発生してその義務をいつまでにしなさい、こ 451 

の権利がいつまでだったら有効かというのが原点と思う。ここで言っている公 452 

正な職務は、そういうことを職員に求める行為をやめなさい、こういう場合は 453 

受け付けしませんという話なので、かつて求めたことについて時効というもの 454 

をこの条例でつくる必要はないのではないかと考えており、罰則も設けていな 455 

い。 456 

樋郡主幹 ① 防犯対策でうたっているが、今まで防犯対策についてはそれぞれの地域や 457 

団体が自主防犯パトロールや青色回転パトロールなどさまざまな活動をしてい 458 

るが、それらの皆さんとの十分な意見交換、情報提供をし合うような場所の防 459 

犯組織のネットワーク化を考えている。また、防犯講座等の開催も行っていき 460 

たい。 461 

 ② 今まで子供たちに対する声掛け事例や車庫からのタイヤ盗などの事例は、 462 

消費者被害というネットワークを使いながら皆さんに情報提供をしていた。地 463 

域の中ではそういう犯罪等を誘発する機会を減尐させるということで自分たち 464 

のところでどういう犯罪が起きているのかなどの行政からの情報提供が今まで 465 

はなかったので、21年度の取り組みとしては防犯活動推進チェックということ 466 

で道から推薦を受けるような手続をとっている。このような活動は、全市的に 467 

一遍に取り組むことはできないため、尐しずつ確実なものにしていきたいと思 468 

っている。推進地区に推薦するのは西小校下の西地区方面を考えており、この 469 

ようなものを通して体制を整備していきたい。 470 

 ③ 安全・安心条例については、交通安全、消費者被害防止、防犯の３つの柱 471 

を立てている。従来は３つそれぞれの集まりしかなかったが、この条例を機会 472 

にこれらにかかわる行政機関、地域、学校関係や老人クラブなど地域で一生懸 473 

命頑張っていこうというような仕組みづくりのネットワーク会議にしたい。会 474 

議の開催については年２回ほどと考えている。 475 

松本事務局長 ⑨ 委員会出席日数に応じてバス賃相当額を支払っている。 476 

五上副主幹 ⑩ 自治法第196条に監査委員は識見を有する者と議員のうちから選任すると 477 

あり、その内容から情報の共有について差をつけた対応とは私どもとしては考 478 

えていないが、差をつけていると見なされていたとすれば監査事務局として反 479 

省しなければならないところと考えている。 480 

委 員 長 答弁が終わった。ここで昼食休憩とする。再開は午後１時30分とする。 481 

休  憩 １２：１２ 482 

開  会 １３：２９ 483 

委 員 長 休憩前に引き続き会議を再開する。冒頭資料要求のあった２点のうち１点を机 484 

上配付したので報告する。ここで補足説明がある。 485 



 

 

１２ 

天野室長 午前中の説明の中で言葉足らずの部分があったので補足させていただく。清水 486 

委員からの時効に関する質疑についてだが、過去にあった不当要求行為等につ 487 

いてこの条例施行後に各所管から報告があった場合は、対策会議等職員同士で 488 

の情報共有を範疇に入れてやっていく。また、その不当要求行為等についての 489 

結果として残った事柄が民法上、刑法上の時効になっていないときは告訴なり 490 

告発するよう指導するという体制でいきたい。告訴、告発したということにつ 491 

いても情報共有していきたい。結果として残った事柄が民法、刑法上の時効の 492 

場合は、どうしようもないので告訴も告発もないということになるが、そうい 493 

う事柄があったという情報共有は行っていくという考え方である。 494 

委 員 長 清水委員から再質疑願う。 495 

清  水 ① 嘱託職員の給与について２番目、３番目の額、同様に勤務年数について２ 496 

番、３番の年数を伺う。これにかかわって条例では５年とするということで市 497 

長が必要と認めるときは延長するとなっていたと思うが、実態として５年以上 498 

の方が何人いて、そのうち年齢的なこと以外で５年を根拠にやめていただくこ 499 

とが何％くらいあるのか伺う。 500 

 ② 差し押さえの件だが、どう考えても地方税法第15条の７の第２項で言えば、 501 

生活を著しく窮迫させるということについては一定の客観的な基準というもの 502 

がなければ、生活保護基準以下でも差し押さえしても何でもない。極端なこと 503 

を言えば５万円ぐらいで生活せざるを得ない状況になってもいいのではないか 504 

ということにもなりかねない。地方税法第15条の７の生活を著しく窮迫させる 505 

おそれとはどれくらいの所持金額などによって決めるのか。一定の基準づくり 506 

が必要と思うが考えを伺う。 507 

 ③ 職員費で事業団への支援の必要はないと断言されたのは事実に反すると思 508 

う。事業団は民営化されたが、新タッグ計画でも譲渡していくとうたわれてお 509 

り譲渡するに足る団体になってもらわなければならない。果たして譲渡するに 510 

足る団体になっているかと言えばそうは言えないと思う。どうやって団体の能 511 

力を高めてもらうかと言えば今の指定管理代行制度では職員の派遣しかない。 512 

指定管理代行は委託と全く違い任せるわけなので中途半端なことはできなくな 513 

る。そういう意味できちんと譲渡する団体に成長してもらうために今より人員 514 

をふやすぐらいの考えがないとだめだと思うが、副市長に考えを伺う。 515 

伊藤課長 ① ２番目が25万円、３番目が20万4,300円である。勤務年数ということでは手 516 

元に資料がないが、全職員の平均年数が５年を超えている方もいることから５ 517 

年６月ということになっている。全体の中では５年未満が63％、それを超えて 518 

５年、10年の中に23％ほどいる状況であり、５年以内でやめていただくという 519 

部分では63％程度がそういう状況にあるとつかんでいる。 520 

小峯副主幹 ② 地方税法第15条の７第２項には滞納処分の執行停止の要件について、滞納 521 

処分をすることによってその生活を著しく窮迫するおそれがあるときと書かれ 522 

ている。この解釈としては生活保護あるいは生活保護同等の状態に陥るような 523 

場合については、こういった形で滞納処分執行停止といった処分を現在も行っ 524 

ている。質問の趣旨はそういった状態にある者に対してどういった措置を講じ 525 

ているのかということと推察する。滞納処分、預貯金の差し押さえだけで完結 526 

するという例はまれで、ほとんどの場合は滞納額が残るということが多いので 527 

必ずその後に納税相談を行うことにしている。納税相談の中でそういった状況 528 

が把握されれば、先ほどの答弁でも申し上げたが差し押さえした金額の一部の 529 
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返還ということにも応じており、個々具体の状況に応じてきめ細かく対応させ 530 

ていただいている。そもそも徴税吏員として租税負担の公平性や貴重な自主財 531 

源の確保といった大きな使命があると考えており財産調査を経て最終的にやむ 532 

を得ず滞納処分を執行することになるわけだが、そこに至るまでにはさまざま 533 

なプロセスを踏んでおり突然滞納処分が行われるといったことは一切ない。そ 534 

ういった段階の中で個々の事情についてお話しいただければ決して滞納処分に 535 

至ることはないと考えている。 536 

副 市 長 ③ 事業団への職員派遣が必要ないとの判断のもとで総務課長が申し上げたが 537 

私としても自立化した以上一般法人化されたわけなので民間にも負けない形態 538 

にしようと事業団としても努力しているのでそれは尊重しなければならないし、 539 

指定管理も民間活力に委ねるというのが制度の仕組みでもあることから、民間 540 

が自立化した以上自立化を図って対等の関係になっていくべきという考えであ 541 

る。今後譲渡を進める中で指定管理者としてのチェック体制は果たしていかな 542 

ければならないと思っているが、あくまでも一般法人化された以上自立性を尊 543 

重するという中での考え方である。 544 

清  水 ただいまの副市長の答弁に質疑を留保したい。社会福祉事業団は民営化で市か 545 

らの施設譲渡を円滑に受けていくに足る団体になっていかなければならない。 546 

ところが民営化されただけで自立にはほど遠い状況と考える。派遣については 547 

条例、要綱等ではなく契約で定められているものであり、１年間、２年間、３ 548 

年間の職員派遣については必要であり、どうしてもそれをしなければとても滝 549 

川市の財産を譲渡できる状況には至らないと考えるので市長の考えを伺う。 550 

委 員 長 他に質疑はあるか。 551 

本  間 ① P61、荒木委員の質疑に関連するが、市有住宅の維持管理に要する経費で市 552 

長公宅という話が出た。話を聞いているともう市長はあそこから出てしまうと 553 

思えるやりとりだったが、売却に至るまでに空き家にするようなことが本当に 554 

いいのか。仮に売れなかったら貸すとのことだったが、一般的に不動産の流通、 555 

賃貸を見ても本当にそれが合理的とは思えない。実際にそうなのかということ 556 

とそうだった場合の考え方を伺う。 557 

 ② 市民活動の推進に要する経費で、新タッグ特別委員会でも大分やりとりを 558 

させていただいた。基本的には地域力推進サポート事業とまちづくりセンター 559 

の設置は非常にいいことと思う。今回の経費はパートナーの人件費ということ 560 

で実際の事業実施は22年からということで21年から行政パートナーを導入して 561 

２階の市民活動コーナーでやっていくということだと思うが、そういう人材が 562 

本当に必要なのか。まちづくりセンター設置、サポート事業の実施に向けて進 563 

んでいく中で、申しわけないがむしろいなかったほうがよかったのではないか 564 

ということにならないか危惧される。新タッグ特別委員会の質疑でそのことを 565 

言っていたのは私だけではないので内容についてもいろいろ協議したのではな 566 

いかと思うが今の考えを伺う。 567 

中島室長 ① 基本的にあけてしまうという部分については、家というのは入っていない 568 

と傷むのも早くなるのでそういった点については委員の言われるとおりと認識 569 

しているが、基本的には売却という部分を第一義的に考えており、売却という 570 

方針を打ち出している以上本来であれば４月からすぐというのが一番いいのだ 571 

ろうが、市長も公宅に入っている状況もあり市長が出て入るという条件が整っ 572 

た時点でという部分も考慮しなければならないと考えている。基本的には諸条 573 



 

 

１４ 

件が整った時点、市長が公宅から出て移るという時期もあるが、登記の手続、 574 

測量等などもあるので年度途中の早い時期に売却というような形で方針を打ち 575 

出して諸手続に入りたい。我々もあけてしまうことを危惧しており、なかなか 576 

相手先が見つからないなど売却という部分の条件がすぐには整わないというこ 577 

とが生じて例えば賃貸であれば入りたいということが出てきた場合については、 578 

賃貸ということも考えていかなければならない。これは二義的ということにな 579 

ると思うが、家をあけないという部分で最善の取り組みをしていきたいと考え 580 

ている。賃貸ということになると最終的に管理等の経費がかかってくる部分も 581 

あるので売却を最優先に考えていきたい。 582 

千葉副主幹 ② 前の委員会においても市民力推進サポート会議、まちづくり懇談会へ結び 583 

つけるという説明させていただいた。その後職員会議等でも検討中だが、一足 584 

飛びにそこに行くというよりは、２階の市民活動情報コーナーの充実を図ると 585 

いう部分と市民活動団体との調整というか横の連絡をつなぐ部分に行政パート 586 

ナーを位置づけし、状況を見ながら進めていきたい。 587 

本  間 ① 市長も家賃を払っているということでそのことが合理的でないと思ってし 588 

まう。市長が次に住む場所を決めてそちらに移ることも必要であることは察す 589 

るが、何のためにこのことをやるのかというときに違う人に賃貸してしまった 590 

ら何の意味もない。売却するまで市長にいてもらってというのが合理的だと思 591 

うが、なぜそうならないのか説明願う。また、売却するための諸条件について 592 

どういう条件が必要なのか伺う。 593 

 ② P65の件だが、80万円を払って行政パートナーに入ってもらいその方に80 594 

万円の枠の中で何をしてもらうのかどうしてもイメージがわかない。とりあえ 595 

ず21年くらいは職員がやったほうがいいと思うが、なぜ80万円の方となるのか。 596 

その人がどのような方となっているのかもイメージがわかない。その後話し合 597 

いが進展して行政パートナーの方のイメージは固まっていると思うので説明願 598 

う。 599 

舘 課 長 ① 売却に当たっては税金で建てた公宅なので１円でも高く財産処分したいと 600 

思っている。売却のスケジュールの中でいつごろ皆さんに公表し、買いたいと 601 

いう方の手続などスケジュールを立てたときに私どもとしては言葉が適切かど 602 

うかわからないが市長にまず出てもらう日程、その後にスケジュールの中で売 603 

却予定の手続という発想だったので、市長に明け渡していただく時期を設定し 604 

たいと考えている。諸条件はいろいろあるが、あの場所は小学校があり文教地 605 

区でも住宅地区でもあるので、余り地にそぐわない要素だとか他市の状況を見 606 

ると売却の条件にしているところもあるので早急に検討したい。売却が決定す 607 

るまで市長にいてもらうことは想定していなかったので基準日を検討している 608 

が、広く市民に買いたい人はいませんかということをやるのときちんとスケジ 609 

ュールを立ててやりたいということでそういうことになった。 610 

千葉副主幹 ② 行政パートナーの人物的な部分についてはある程度イメージした方でお話 611 

しさせていただいたが、今の段階では都合が悪いということで決まっていない。 612 

今後は職員会議も継続してやっていき、これからの協働という部分で不備な部 613 

分を充実させ市民活動団体と行政のつなぎというかパイプの部分を担っていた 614 

だきたいと考えている。 615 

本  間 決まっていないのならこのお金は無理に執行しない可能性もあるくらいのとこ 616 

ろでやったほうがいいと思う。つなぎ役と言ってもその人によってはつなぎ役 617 
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にならないで離す役目を果たす場合もかなり確率が高いので十分注意してやっ 618 

ていただきたい。 619 

委 員 長 他に質疑はあるか。 620 

窪 之 内 ① P55、庶務事務に要する経費の表彰者選考審議会委員報酬についてだが、表 621 

彰そのものの内容について市民からいろいろ疑問が出ている。例えば市政功労 622 

に議員の３期以上が値するのかといった声も聞かれており３期でやめた議員が 623 

市政功労を辞退した事例もあるが、表彰の中身について審議会に検討を促す考 624 

えがあるのか伺いたい。 625 

 ② P61、旧ハイム双葉は振興公社に管理を委託していたわけだが、実際に振興 626 

公社は入居者から使用料を受け取っていたのか。土地の持ち主である中空知農 627 

業共済に土地の賃貸料を払っていたのか。入居者がスムーズに転居する状況に 628 

なっているのか伺う。 629 

 ③ P59、そらぷちキッズキャンプの運営補助金200万円だが、今まで余り金銭 630 

的補助をしてこなかったことから人的な職員の派遣も含めて新たな支援体制に 631 

入ったと思うが、21年度にそらぷちキッズキャンプに人件費も含めて総体とし 632 

て金額的に幾らの支援を行うのか。高原基金の分は別にして市独自の財源とし 633 

て行うのか伺う。 634 

 ④ P63、街路灯設置費補助金についてだが、予算された今年度の切りかえは町 635 

内会から要望されているすべてと確認してよいか。維持費は今回の１定で増額 636 

補正していることから考えてこの3,400万円という見通しがあって積算したの 637 

か伺う。 638 

⑤ P65、個人市道民税基幹システムにかかわって、システム改修は全部外注に 639 

出さないと職員では無理なのか。システム改修の場合の市内業者への発注の可 640 

能性について伺う。 641 

 ⑥ P61、市有住宅の維持管理で市長公宅についてだが、売却する場合は土地も 642 

含めてと認識してよいか。もしそうなら市有住宅にかかわる土地の広さはどの 643 

程度か伺う。 644 

 ⑦ 議案17号、安全・安心づくり条例のP２、第４条第２項に関係行政機関と相 645 

互に協力し、並びに連絡及び調整等を図るものとするとあるが、こうしたこと 646 

をネットワーク会議等を設置して行おうとするときに個人情報をどのように取 647 

り扱おうとしているのか。個人情報の取り扱いについて文書化する予定はある 648 

のか。市民の安全、安心ということなので個人情報がそういうことにかかわる 649 

ということであればかなり共有し合うこともできると思うが、どう取り扱うの 650 

か伺う。 651 

 ⑧ 議案17号のP３、ネットワーク会議についてだが、先ほど３つの分野にかか 652 

わってそれぞれからネットワーク会議を組織することは聞いたが、組織化はい 653 

つ行われるのか。年２回の会議を行うとのことだが、人数的な規模も含めて伺 654 

う。一番下の行にネットワーク会議の運営に関し必要な事項は市長が別に定め 655 

るとあるが、定める時期がいつなのか伺う。 656 

 ⑨ 議案18号、この条例の趣旨及び運用に当たっての注意その他も含めて職員 657 

及び市民への周知手段についてどう考えているのか伺う。他市で同様の条例を 658 

既に設置して効果をあげている例があれば伺う。審議会を設置することになっ 659 

ているが、審議会の運営に当たっては報酬基準などを規則で定めることになっ 660 

ていると思う。規則で定めるのはどのような内容なのか伺う。 661 



 

 

１６ 

伊藤課長 ① 表彰条例の中で選考審議会を定めておりその中で表彰条例に定める表彰対 662 

象者を決定するということで議論いただいている。質問にあった市民批判があ 663 

ったという議員を３期やられて辞退されたということについては事情があって 664 

のことと思うが、審議会の中では尐なくとも表彰の対象となる要件に合致する 665 

活躍、活動をされた人物という評価のもとに決定をいただいてのことなので、 666 

その結果を受けて本人が拒まれたということはやむを得なかったと思う。審議 667 

会の中ではどういう活動を何年していればどうこうという基準ということでは 668 

なく、その人物が市のためにどういう活躍、活動をしていただいたのかという 669 

評価を総合的にして決定いただいていると思っているので今後ともその考えで 670 

進めたいと思っている。 671 

佐藤副主幹 ② 入居者の状況だが、平成19年度末において入居できる部屋全12室のうち９ 672 

室が入居していた。平成21年度に解体予定ということだったので昨年５月から 673 

募集を停止しており２月末現在で４戸ほど入居しているが、その方についても 674 

３月いっぱいで退去していただくことで振興公社で手続している。建物につい 675 

ては市の財産だが、土地は中空知農業共済組合の所有で賃貸を受けており20年 676 

度は48万円ほどの賃貸料を払っている。 677 

橋本主査 ⑨ 市民への周知の関係だが、市の責務ということで不当要求行為があった場 678 

合の対応を規定している中で、不当要求というのはそのような対応をするまで 679 

もなくそもそも不当な要求があることが望ましくないといった内容、条例の概 680 

要など必要な事項については、広報、ホームページ等で何度か周知していきた 681 

い。他市での効果についてだが、この公正な職務の執行の確保の条例も何市か 682 

参考にさせてもらっている。新潟市、近江八幡市、和泉市、生駒市などだが、 683 

この不当要求行為に関しては数あるものではないので新潟市でも昨年度に１件 684 

だけあったという状況でインターネットでも報告している。聞いた中では不当 685 

要求はないところが多いとなっているが、広域目的通報の件数については町に 686 

よってさまざまでどこまでの部分を挙げていくかにもよるが、町によってはか 687 

なりの件数になっているところもある。規則の件は今条例にあわせて検討して 688 

いるところだが、まず条例の中で職員等の範囲の中で出資団体の範囲が明らか 689 

に載っていない部分があるので出資団体の範囲、また特定要求行為という範囲 690 

の分で規則の中で除外するものを定めるとあるので特定要求行為から除外する 691 

ものという部分で公聴会、議会とか公的な部分で出されるような要望は除かれ 692 

る部分になってくると思うが、そういった部分の明記も考えている。運用面で 693 

特定要求行為を記録するときにどのような様式を使うのか、審査委員会の委員 694 

にどのような形で受け付けていくのか、審査会の会長をどのように決めるのか 695 

といった内容を検討している。 696 

中島室長 ⑥ 市長公宅については土地も含めて売却の予定である。土地の面積は921.36 697 

平方メートル、約280坪弱となる。 698 

橋本主査 ⑨ 職員の周知の関係について補足する。今かなり詳しいマニュアルをつくっ 699 

ており全員に研修会を受けてもらうことを前提に進めている。 700 

椿 室 長 ⑤ 基本的にこのシステムは住民情報システムという大きなシステムの中のサ 701 

ブシステムの１つとなっているので、もともと既製品を導入していることから 702 

既製品を開発した業者に改修をお願いすることになるのですべて外注となる。 703 

同じ理由で市内業者への発注は無理と考えている。 704 

樋郡主幹 ④ 北電柱への切りかえの要望のあった箇所はすべて終了している。維持費の 705 



 

 

１７ 

3,400万円については、概算払いをして３月末に精算払いということで予算を積 706 

算する時期においては未確定である。最終精算額が確定するのが１月末という 707 

ことで今回の補正で増額ということがわかったが、電気料の改定と燃料調整額 708 

の増額による分である。 709 

 ⑦ この条例については、みずから守りみずから防ぐというスタンスでいくこ 710 

とから個人情報の共有ということは想定していない。 711 

 ⑧ ネットワーク会議は、４月中をめどに20団体前後で考えている。 712 

若山課長 ③ 全体についてとなると違う款にもわたるが、支援に対して人件費云々とい 713 

う形でだれがどう配置されるかで変わってくるし、現在も商工労働課職員を中 714 

心として現実にかかわっている人件費も含まれるとなると出ない数字なので了 715 

承願う。それを除くとP59の223万5,000円がある。それと基盤整備ということで 716 

林業費になるが7,000万円をそらぷちの森づくりということで計上させていた 717 

だいている。このうち高原基金の森、創る会からの寄附金が4,200万円あるので 718 

それ以外は基金繰り入れなり一般財源ということで答弁させていただく。 719 

高橋部長 ① 審議会はそのような検討をする機関ではないことは先ほど総務課長が申し 720 

上げたとおりだが、３期12年で市政功労というのが慣例で受賞されている。ま 721 

た、議員の場合は議員有功章というものもあるのでそういう部分での問題意識 722 

というものは持っているつもりであり正式な審議会の内容ではないが審議会の 723 

委員に意見を聞いた経過もある。市長サイドで一方的に軽々に判断することも 724 

難しいと考えているのでしかるべき時期に議会の意見も伺う機会もあると思う 725 

が、そういうことを踏まえて検討していきたい。 726 

窪 之 内 表彰についてはぜひ検討を進めていただきたい。 727 

 ① このシステム改修のことはわかった。各種のシステム改修がいろんな場面 728 

で出てくると思うが、そういう点ではほとんど既製ないしそういうものを扱わ 729 

ざるを得ないような状況になっており独自に職員開発して経費を削減すること 730 

は不可能なのか。既製のものとなると地元業者に発注しても落ちないというこ 731 

ともあるのでその辺の考え方について伺いたい。どこかの自治体に視察に行っ 732 

たとき、かなり自治体独自でシステム改修、ソフトづくりをやって経費を削減 733 

しているという話が出ていた。国からのシステムが来るのでそういった方向性 734 

はとれないということなのか伺う。 735 

 ② 街路灯のことだが、ことしは電気料の値上げなどいろんなことがあって補 736 

正予算を組んだが、そういったところも落ち着いてくると考えると計上した予 737 

算内で何とかなるとの見込みが今の時点であると受けとめてよいか伺う。 738 

 ③ そらぷちの件だが、高原基金ほかで4,200万円、市の一般財源2,800万円プ 739 

ラス223万5,000円プラス積算ができかねる人件費がそらぷちへの市の総体の支 740 

援と受けとめてよいか確認する。 741 

椿 室 長 ① 平成19年度までは職員みずからがシステム改修を行ってきた。それを平成 742 

19年６月議会で補正予算を議決いただき既製品化という方向に進んだところで 743 

ある。既製品化した理由としては、今回の個人住民税の年金特徴のような大規 744 

模なシステムや裁判員制度などの新しい仕組み、仕掛けといったものは外注と 745 

なるが、例年行われるような法改正対応や同じシステムを導入している自治体 746 

で見つかった不具合をすぐに私どもの市に適応して直していただけるなどの有 747 

利な面があるということがある。また、自分たちでプログラムを改修していく 748 

となるとその要員を育成するのに大変な時間と労力がかかる。法改正の情報等 749 



 

 

１８ 

をいち早く入手しないとその時期までにシステム改修が間に合わないなどの問 750 

題があり既製品のシステムに入れかえたところである。既製品のシステムの根 751 

幹にかかわる部分については基本的に外注という形でやっているが、付随する 752 

既にデータ登録されているものから新たな統計資料を出すとか既に出している 753 

ものを資料でという場合は簡易なものであれば職員の手で改修ということでや 754 

っているところである。 755 

若山課長 ③ 高原基金の森から2,200万円、キッズキャンプを創る会から2,000万円、社 756 

会福祉事業振興基金、今までいただいた寄付金等から2,800万円の7,000円が基 757 

盤をつくるための財源、それとP59に書いてあるのはプラス人件費等にかかわる 758 

部分として一般財源という形になっている。 759 

樋郡主幹 ② 現時点では予算の範囲の中で対応できると考えている。 760 

委 員 長 他に質疑はあるか。（なし）ないようなので質疑の留保は、社会福祉事業団への 761 

職員派遣の継続についての１件と確認してよいか。（よし） 762 

 以上で総務費、消防費、公債費、諸支出金、職員費、予備費の質疑を終結する。 763 

本日の日程は全部終了した。明日は午前10時から会議を開く。本日はこれにて 764 

散会する。 765 

散  会 １４：２６ 766 


